
第26回岩手県環境審議会水質部会  会議録 

 

（開催日時）平成 28年６月６日（月）  14： 00～ 14： 20 

（開催場所）岩手県産業会館７階  ４号会議室  

 

１ 開会 

２ 議事 

（１）部会長の選任について 

（２）部会長職務代理者の指名について 

（３）報告事項 
ア 生活環境保全条例施行規則における土壌及び地下水の一部改正について 
イ 生活排水対策重点地域の指定解除について 

（４）その他 

４ 閉会 

 

（出席委員） 

生田弘子委員、後藤均委員、細井洋行委員、山﨑朗子委員、川口尚特別委員、中村仁特別委

員（鈴木宏氏 代理出席） 

（欠席委員） 

石川奈緒委員、伊藤歩委員、鈴木研司特別委員 

 

１．開会 

〇事務局 

ただいまから第26回岩手県環境審議会水質部会を開催します。 

御出席いただいている委員の皆様は、委員総数９名のうち６名であり、過半数に達しており

ますので、岩手県環境審議会条例第７条第２項の規定により会議が成立することを御報告申

し上げます。 

 なお、審議会等の会議の公開に関する指針に基づきまして、当審議会にあっては会議録等

インターネットの県のホームページにて公開することとしておりますので、あらかじめ御了

承願います。 

 初めに八重樫担当課長から御挨拶を申し上げます。 
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〇八重樫担当課長 

本日は当課の小野寺総括課長が出席するところでございましたが、大気部会に出席しており

ますので、私八重樫が環境審議会水質部会開催にあたりまして一言御挨拶申し上げます。 

委員の皆様におかれましては、御多用中のところご出席いただきまして感謝申し上げます。 

今回の委員改選に伴いまして、水質部会では新たに山崎様に委員として就任していただくこ

とになりました。山崎委員、再任された委員の皆様、これからも宜しくお願いいたします。 

環境審議会水質部会におきましは、公共用水域、及び地下水の水質汚濁防止、土壌汚染防止

に関する事項について御審議いただくことになってございます。本日は審議事項がございませ

んが、委員改選後初めての審議会となりますので、会長の選任を行っていただくほか、環境保

全条例規則の一部改正及び生活排水対策重点地域の指定解除について御報告させていただくこ

ととしております。どうぞ、忌憚のない御意見を賜りますようお願い申し上げまして、簡単で

はございますが御挨拶とさせていただきます。本日はよろしくお願いいたします。 

〇事務局 

 さきほど、環境審議会のほうで委員の御紹介はさせていただいておりますので、こちらの部

会での委員の御紹介は省略させていただきます。 

それでは、本年度の水質担当の事務局員の御紹介をさせていただきます。 

 

（名簿に沿って紹介） 

 

２．議事 

（１）部会長の選任について 

（２）部会長職務代理者の指名について 

（３）報告事項 

ア 生活環境保全条例施行規則における土壌及び地下水の一部改正について 

イ 生活排水対策重点地域の指定解除について 

 

〇八重樫担当課長 

それでは、ただ今から議事に入らせていただきます。本来であれば審議会の部会長が議長

を務めるところでございますが、部会長が決定するまでの間事務局におきまして進行をさせ

ていただきますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、議事の（１）といたしまして、初めに部会長の選任をお願いいたします。 
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審議会条例により、部会長は委員の互選によることとされておりますのでお諮りいたしま

す。 

生田委員どうぞ。 

〇生田弘子委員  

会長の選任は指名推選がよろしいかと思います。会長には伊藤委員が適任と思われますの

で、伊藤委員にお願いしたらどうでしょうか。みなさんはいかがですか。 

 

 「異議なし」の声 

 

〇八重樫担当課長 

伊藤委員に部会長をお願いすることといたします。実は、伊藤委員から部会長に就任する

場合に、他の方がいない場合には部会長に就任すると内諾をいただいいてございますの

で、御報告いたします。 

次は議事の（２）番目になります。部会長職務代理者の指名についてでございます。 

本来であれば、議長は部会長が行うこととなりますが、部会長が不在のため、進行役は継

続して事務局が行うことでご異議ございませんでしょうか。 

 

「異議なし」の声 

 

〇八重樫担当課長 

ありがとうございます。それでは議事の（２）、部会長職務代理者の指名につきまして

は、条例の規定によりまして、部会長があらかじめ指名することとなっております。本

日、伊藤委員が御欠席ですが、伊藤委員が部会長に選任された場合の職務代理者について事

前に伺っておりましたので、お伝えいたします。資料を配布いたします。 

岩手県環境審議会水質部会長職務代理者の指名ついて、「私は平成28年６月６日開催の岩

手県環境審議会水質部会において、水質部会長に選任された場合は、岩手県環境審議会水質

部会生田弘子委員を職務代理者に指名いたします。平成28年６月６日 氏名 伊藤 歩」と

いうことでいただいております。 

それでは、以上の通り、部会長職務代理者につきましては生田弘子委員にお願いしたいと

思いますが、いかがでしょうか。 
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「異議なし」の声 

 

〇八重樫担当課長 

ありがとうございます。異議なしということでございますので、職務代理者は生田弘子委

員にお願いしたいがよろしいでしょうか。 

○生田弘子委員 

はい。 

〇八重樫担当課長 

それでは、よろしくお願いいたします。 

岩手県環境審議会条例第３条第３項第８条４項の規定によりまして、部会長が欠席の場合

には職務代理者が議長となりますので、これ以降の進行は生田弘子委員にお願いいたしま

す。 

それでは、生田弘子委員お願いいたします。 

〇生田弘子委員  

それでは、伊藤先生の何分の一にもなりませんけれども、職務代理者を務めさせていただ

きますので、どうぞ、皆さん御協力のほどお願いいたします。 

それでは早速ですが、報告事項に入ってもよろしいでしょうか。 

○事務局 

はい。 

○生田弘子委員 

それでは、（３）報告事項のア 生活環境保全条例施行規則における土壌及び地下水の一部

改正についてを報告お願いいたしまいす。 

〇事務局 

それでは、資料１にはいります。生活環境保全条例施行規則における土壌及び地下水の一

部改正予定について御報告いたします。座って御説明いたします。 

まず、今回の改正の要旨ですが岩手県では県民の健康で快適な生活を確保するための環境

の保全に関する条例により公害規制を行っております。これは、法律に基づく規制が存在し

ない部分について横出しとして条例で規制をかけているものであります。 

条例施行規則の土壌環境基準と地下水環境基準につきましては、法律と同じ基準値を採用

しておりますけれども、来年４月に環境基本法に係る土壌環境基準と地下水環境基準が改正

されることになりましたので、それに併せて条例、規則も改正する予定としております。 
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これまでは、法律の地下水環境基準が設定された場合は、条例、規則の地下水環境基準も

設定し、同様に法律の土壌環境基準が設定された場合も、条例、規則の土壌環境基準の設定

しておりました。来年４月の法改正では、塩化ビニルモノマーと1,4-ジオキサンの２項目に

ついて変更が生じておりますので、条例、規則における土壌及び地下水につきましても所要

の整理を行い、規則改正を行う計画としております。以上です。 

〇生田弘子委員  

ただいまの報告につきまして、皆さんから何か御質問等ございますか。 

ないようですので、それでは、報告事項イ 生活排水対策重点地域の指定解除について御

説明ください。 

〇事務局 

それでは、資料２にはいります。生活排水対策重点地域の指定解除予定について御報告い

たします。始めに概要について、生活排水対策重点地域につきましては、生活排水により環

境基準の確保が困難な河川等に対し、水質汚濁防止法の規定に基づいて、都道府県知事が指

定するものとされています。こちらの資料では省略しましたけれども、水質汚濁防止法の第

14条第８項に規定されておりまして、水質環境基準が現に確保されていないか、又は確保さ

れないおそれが著しい公共用水域で、生活系の汚濁負荷が産業系に比べ相対的に大きいも

の、国立公園等の自然公園内の水域、名水等で特に水質の保全が図られてきた水域で、生活

系排水による汚濁が危惧されるもの等に関して都道府県知事が生活排水対策の実施が特に必

要であるか否かを判断するものであると規定されています。そして、生活排水対策推進計画

は市町村が、生活排水による公共用水域の汚濁を防止する観点から必要な整備を行い、その

整合性が図られるように留意するものとされております。そして、市町村のほうから計画案

が通知されたとき、計画に不適格なものがある場合は、都道府県知事は助言又は勧告を行う

ものとされております。 

これまで、岩手県内では二戸市の白鳥川流域及び花巻市の後川流域等の２ヵ所を指定して

おりましたけれども、平成28年３月に白鳥川流域の指定地域を解除しております。３番の解

除についても記載しておりましたけれども、平成25年11月に環境省から指定地域の解除方法

について通知がございましたので、指定地域を解除できるようになったもので、昨年度から

二戸市と花巻市に作業を行っていただいておりました。 

次に、２番の現状です。岩手県内では、現在花巻市後川流域等だけが、生活排水対策重点

地域として地域指定されておりますけれども、河川の水質が改善されておりますので、白鳥

川と同様に指定地域を解除するのが妥当と考えられます。 
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最後に、今後のスケジュールについてですけれども、今年の１月に既に花巻市からは、計

画の評価等を提出していただいており、関係機関への意見照会も終了しております。 

この件につきましては、現在花巻市のほうで、住民説明会などの計画の評価を実施してい

る最中で、その作業が終わり次第、県で指定解除を行いたいと考えております。 

来年の１月か２月に水質部会を開催する予定ですので、それまでに花巻市に作業を終了して

いただくことになります。その後、環境審議会で審議し、３月を目途に、岩手県告示を改正

することで、今回の指定解除の、一連の作業を終了する計画であります。以上です。 

○生田弘子委員 

指定解除の報告について、何か御質問はございますか。 

解除について、花巻市の方はいま頑張っているとのことで、すみません、私の方からよろ

しいでしょうか。 

重点地域解除について、おかげさまで、今年の３月に白鳥川は解除になりました。もうずっ

と前から綺麗な水ではありましたが、25年にやっと、環境省から解除の方法が示されて、解除

の方向に向かったわけです。生活排水で汚れていますという指定があって、市が資料作りを

し、それに対して住民も一生懸命にやって、私たちも子供たちと一緒に水質調査をしなが

ら、飲み水の元にもなる川を綺麗にしなければとずっとやってきました。 

これは市町村の問題かもしれませんが、解除となったときに、解除されましたという連絡も

なく、ただ表面上、県から解除になりますよといって市の方ではそれに評価をして、書類を出

し、それで解除となったわけです。そのときに住民がわからない、というのは、私はちょっと

嫌だなと思っているところなのですが、それについては各市町村の問題であるだけではないで

すよね。 

○八重樫担当課長 

一応、手続き上は文書で、市と県がやりとりすることになるかと思うのですが、実際は地域

指定する場合は市町村が主体になりますので、たとえば解除になった旨をたとえば広報と

か、そういったもので周知してもらえればということもあるかと思います。 

皆さんの努力で指定解除になったということもありますので 

○生田弘子委員 

そういったことを一言でもいいので載せてほしいという話はしたところでしたが、最後は書

類上のやりとりでできているというか、書類上のみの公表となってしまいますよね。それを県

にどうこうということはありませんけれども。ただ指定解除の際、住民説明の有無や、住民の

取組内容等についても評価するような形にしていただければ良いのかなと思います。 



- 6 - 

○八重樫担当課長 

参考にさせていただきます。 

ありがとうございます。 

○生田弘子委員 

皆さんから何かありますか。 

ないようですので、（４）その他についてですが、事務局からは何かありますか。 

○八重樫担当課長 

事務局では特に用意しておりませんので、皆様から特にあれば。 

○生田弘子委員 

皆さんはどうですか。せっかくの機会ですので、何か一言ありますか。 

ないようですので、これでお返しします。 

○八重樫担当課長 

生活排水対策重点地域の解除についてはスケジュールを示してございましたが、最初の方の

生活環境保全条例規則についても、同じような感じで作業を進めて皆様にお諮りしたいと思い

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

それでは生田委員、ありがとうございました。 

○生田弘子委員 

はい、ありがとうございました。 
 

３．閉会 

○八重樫担当課長 

それでは、以上をもちまして水質部会を終了いたします。 

本日はどうも、ありがとうございました。 


	１．開会
	２．議事
	３．閉会


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


